
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 特 定 有 期 雇 用 教 職 員 就 業 規 則 等 新 旧 対 照 表 

改     正     前 改     正     後 

国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業

規則 

（平成１８年達示第２１号） 

 (前 略) 

第２章 年俸制特定教員 

 （中 略） 

第６条 （略） 

 

 

 

 

 

（他の規則の準用） 

第７条 （略） 

 （中 略） 

   第３章 特定拠点教員 

（中 略） 

第１０条 （略） 

 

 

 

（他の規則の準用） 

第１１条 （略） 

 （中 略） 

   第４章 特定外国語担当教員 

（中 略） 

（準用） 

第１３条 第７条第１項及び第２項の規定は、特定外

国語担当教員に準用する。この場合において、第７

条第１項の規定中「第２７条から第３３条の６まで」

とあるのは「第２７条から第３３条まで、第３３条

の３から第３３条の６まで」と読み替える。 

 

２ （略） 

（中 略） 

   第５章 特定病院助教 

（中 略） 

（準用） 

第１６条 第７条第１項及び第２項並びに第１２条の

３の規定は、特定病院助教に準用する。この場合に

おいて、第７条第２項の規定中「第１１条から第  

２２条まで」とあるのは「第１１条から第１９条ま

で、第２０条（国立大学法人京都大学教職員特殊勤

務手当支給細則（平成１６年４月１日総長裁定）第

１２条に規定する麻酔手当を除く。）、第２１条、第

 

 

 

 

  第２章 年俸制特定教員 

 

第６条 (同 左) 

（懲戒） 

第６条の２ 年俸制特定教員として雇用される前の本

学教職員としての在職期間中の行為が、就業規則第 

４８条の２の懲戒の事由に該当したときは、これに

対して懲戒に処することができる。 

（他の規則の準用） 

第７条 （同 左） 

 

第３章 特定拠点教員 

 

第１０条 （同 左） 

 （準用） 

第１０条の２ 第６条の２の規定は、特定拠点教員に

準用する。 

（他の規則の準用） 

第１１条 （同 左） 

 

  第４章 特定外国語担当教員 

 

（準用） 

第１３条 第６条の２並びに第７条第１項及び第２項

の規定は、特定外国語担当教員に準用する。この場

合において、第７条第１項の規定中「第２７条から

第３３条の６まで」とあるのは「第２７条から第  

３３条まで、第３３条の３から第３３条の６まで」

と読み替える。 

２ （同 左） 

 

   第５章 特定病院助教 

 

（準用） 

第１６条 第６条の２、第７条第１項及び第２項並び

に第１２条の３の規定は、特定病院助教に準用する。

この場合において、第７条第２項の規定中「第１１

条から第２２条まで」とあるのは「第１１条から第

１９条まで、第２０条（国立大学法人京都大学教職

員特殊勤務手当支給細則（平成１６年４月１日総長

裁定）第１２条に規定する麻酔手当を除く。）、第  



改     正     前 改     正     後 

２２条」と読み替える。 

（中 略） 

   第６章 特定専門業務職員 

（中 略） 

第１９条 （略） 

 

 

 

（他の規則の準用） 

第２０条 （略） 

（中 略） 

   第７章 特定職員 

（中 略） 

（準用） 

第２４条 第２０条の規定は、特定職員に準用する。 

 

（中 略） 

   第８章 特定研究員 

（中 略） 

（準用） 

第２８条 第６条及び第２０条第１項の規定は、特定

研究員に準用する。 

２ （略） 

（中 略） 

   第９章 特定医療技術職員 

（中 略） 

第３１条 （略） 

 

 

 

（他の規則の準用） 

第３２条 （略） 

 （後 略） 

 

国立大学法人京都大学事務職員（特定業務）就

業規則 

（平成２５年達示第５７号） 

 （前 略） 

第６条 （略） 

 

 

 

 

 

（他の規則の準用） 

第７条 この規則に定めるもののほか、事務職員（特

２１条、第２２条」と読み替える。 

 

 第６章 特定専門業務職員 

 

第１９条 （同 左） 

 （準用） 

第１９条の２ 第６条の２の規定は、特定専門業務職

員に準用する。 

（他の規則の準用） 

第２０条 （同 左） 

 

   第７章 特定職員 

 

（準用） 

第２４条 第６条の２及び第２０条の規定は、特定職

員に準用する。 

 

   第８章 特定研究員 

 

（準用） 

第２８条 第６条、第６条の２及び第２０条第１項の

規定は、特定研究員に準用する。 

２ （同 左） 

 

 第９章 特定医療技術職員 

 

第３１条 （同 左） 

 （準用） 

第３１条の２ 第６条の２の規定は、特定医療技術職

員に準用する。 

（他の規則の準用） 

第３２条 （同 左） 

 

 

 

 

 

 

第６条 （同 左） 

（懲戒） 

第６条の２ 事務職員（特定業務）として雇用される

前の本学教職員としての在職期間中の行為が、就業

規則第４８条の２の懲戒の事由に該当したときは、

これに対して懲戒に処することができる。 

（他の規則の準用） 

第７条 （同 左） 



改     正     前 改     正     後 

定業務）の就業に関する事項については、就業規則

（第５条、第１１条から第１３条まで、第１５条第

１項第３号、第１９条第２号及び第３号、第２１条

から第２２条の２まで、第４６条の２及び第６４条

を除く。）の規定を準用する。ただし、同規則第３１

条の規定により事務職員（特定業務）に準用する給

与に関する事項のうち、給与規程第５条から第８条

まで、第１１条から第２２条まで及び第２７条から

第３５条までの規定は、この限りでない。 

 

国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則 

（平成１７年達示第３７号） 

（前 略） 

（懲戒） 

第６０条 有期雇用教職員が次条の規定による懲戒事

由に該当する場合は、これに対し次の各号に定める

区分に応じ懲戒することができる。 

(1) ～(5) （略） 

（懲戒の事由及び手続） 

第６１条 有期雇用教職員の懲戒の事由及び手続につ

いては、就業規則第４８条の２及び国立大学法人京

都大学教職員懲戒規程（平成１６年達示第８６号）

を準用する。 

 

 

 

 

（後 略） 

 

国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則 

（平成１７年達示第３８号） 

 （前 略） 

（懲戒） 

第５２条 時間雇用教職員が次条の規定による懲戒事

由に該当する場合は、これに対し次の各号に定める

区分に応じ懲戒することができる。 

(1)～(5) （略） 

（懲戒の事由及び手続） 

第５３条 時間雇用教職員の懲戒の事由及び懲戒の手

続については、就業規則第４８条の２及び国立大学

法人京都大学教職員懲戒規程（平成１６年達示第 

８６号）を準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（懲戒） 

第６０条 

 

 

(1)～(5) 

（懲戒の事由及び手続） 

第６１条 （同 左） 

 

 

 

第６１条の２ 有期雇用教職員として雇用される前の

本学教職員としての在職期間中の行為が、就業規則

第４８条の２の懲戒の事由に該当したときは、これ

に対して懲戒に処することができる。 

 

 

 

 

 

（懲戒） 

第５２条 

 

 

(1)～(5) 

（懲戒の事由及び手続） 

第５３条 （同 左） 

 

 

 

第５３条の２ 時間雇用教職員として雇用される前の

本学教職員としての在職期間中の行為が、就業規則

第４８条の２の懲戒の事由に該当したときは、これ

に対して懲戒に処することができる。 

（同 左） 

（同 左） 



改     正     前 改     正     後 

 （後 略） 

 

国立大学法人京都大学教職員の再雇用に関する

規程 

（平成１６年達示第７８号） 

（前 略） 

第２章 再雇用職員 

 （中 略） 

（懲戒） 

第１６条 再雇用職員として雇用される前の本学教職

員としての在職期間中の行為が、就業規則第４８条の

２の懲戒の事由に該当したときは、これに対して懲戒

に処することができる。 

 （中 略） 

   第３章 時間再雇用職員 

 （中 略） 

（準用等） 

第２１条 第４条から第７条までの規定は、時間再雇用

職員に準用する。 

２ （略） 

 （後 略） 

 

国立大学法人京都大学教職員退職手当規程 

（平成１６年達示第８９号） 

 （前 略） 

（退職をした者の退職手当の返納） 

第１５条 退職をした者に対し当該退職に係る退職手

当の額が支払われた後において、当該退職をした者

が国立大学法人京都大学教職員の再雇用に関する規

程（平成１６年達示第７８号）第１６条の規定によ

り懲戒解雇の処分（以下「再雇用教職員に対する解

雇処分」という。）を受けたとき又は懲戒に相当する

量定の認定を受けたときは、当該退職をした者に対

し、第１２条第１項に規定する事情のほか、当該退

職をした者の生計の状況を勘案して、当該退職手当

の額の全部又は一部の返納を請求することができ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（懲戒） 

第１６条 （同 左） 

 

 

 

 

 

 

（準用等） 

第２１条 第４条から第７条まで及び第１６条の規定

は、時間再雇用職員に準用する。 

２ （同 左） 

 

 

 

 

 

（退職をした者の退職手当の返納） 

第１５条 退職をした者に対し当該退職に係る退職手

当の額が支払われた後において、当該退職をした者 

が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職

をした者に対し、第１２条第１項に規定する事情の

ほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、

当該退職手当の額の全部又は一部の返納を請求する

ことができる。 

 

 

 

 

(1) 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業

規則（平成１８年達示第２１号）第６条の２（同

規則第１０条の２、第１３条、第１６条、第１９

条の２、第２４条、第２８条及び第３１条の２に

おいて準用する場合を含む。）の規定により懲戒解

雇の処分を受けたとき。 

(2) 国立大学法人京都大学事務職員（特定業務）就

業規則（平成２５年達示第５７号）第６条の２の

規定により懲戒解雇の処分を受けたとき。 



改     正     前 改     正     後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項に該当するときにおける同項の規定による返

納請求は、当該退職の日から５年以内に限り、行う

ことができる。 

３ （略） 

 （中 略） 

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の

納付） 

第１７条 退職をした者（死亡による退職の場合には、

その遺族）に対し当該退職に係る退職手当の額が支

払われた後において、当該退職手当の額の支払を受

けた者（以下この条において「退職手当の受給者」

という。）が当該退職の日から６月以内に第１５条第

１項又は前条第１項の規定による返納請求を受ける

ことなく死亡した場合（次項及び第３項に規定する

場合を除く。）において、当該退職手当の受給者の相

続人（包括受遺者を含む。以下この条において同じ。）

に対し、当該退職の日から６月以内に、当該退職を

した者の基礎在職期間中の行為に関し、懲戒に相当

する量定の認定をした旨の通知をしたときは、当該

通知が当該相続人に到達した日から６月以内に限

り、当該相続人に対し、当該認定を理由として、当

該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付

を請求することができる。 

２ 退職手当の受給者（遺族を除く。次項において同

じ。）が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間

中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合

（第１３条第１項第１号に該当する場合を含む。）に

おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、当

該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限

り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退

職をした者の基礎在職期間中の行為に関し、懲戒に

相当する量定の認定をしたことを理由として、当該

退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を

請求することができる。 

(1) 当該刑事事件につき判決が確定することなく、

(3) 国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則

（平成１７年達示第３７号）第６１条の２の規定

により懲戒解雇の処分を受けたとき。 

(4) 国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則

（平成１７年達示第３８号）第５３条の２の規定

により懲戒解雇の処分を受けたとき。 

(5) 国立大学法人京都大学教職員の再雇用に関する

規程（平成１６年達示第７８号）第１６条（同規

程第２１条において準用する場合を含む。）の規定

により懲戒解雇の処分を受けたとき。 

(6) 懲戒解雇に相当する量定の認定を受けたとき。 

２ 

 

 

３ 

 

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の

納付） 

第１７条 退職をした者（死亡による退職の場合には、

その遺族）に対し当該退職に係る退職手当の額が支

払われた後において、当該退職手当の額の支払を受

けた者（以下この条において「退職手当の受給者」

という。）が当該退職の日から６月以内に第１５条第

１項又は前条第１項の規定による返納請求を受ける

ことなく死亡した場合（次項及び第３項に規定する

場合を除く。）において、当該退職手当の受給者の相

続人（包括受遺者を含む。以下この条において同じ。）

に対し、当該退職の日から６月以内に、当該退職を

した者の基礎在職期間中の行為に関し、第１５条第

１項第６号に規定する認定をした旨の通知をしたと

きは、当該通知が当該相続人に到達した日から６月

以内に限り、当該相続人に対し、当該認定を理由と

して、当該退職手当の額の全部又は一部に相当する

額の納付を請求することができる。 

２ 退職手当の受給者（遺族を除く。次項において同

じ。）が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間

中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合

（第１３条第１項第１号に該当する場合を含む。）に

おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、当

該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限

り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退

職をした者の基礎在職期間中の行為に関し、第１５

条第１項各号に掲げる懲戒処分等をしたことを理由

として、当該退職手当の額の全部又は一部に相当す

る額の納付を請求することができる。 

(1) （同 左） 

（同 左） 



改     正     前 改     正     後 

かつ、第１５条第１項の規定による返納請求を受

けることなく死亡したとき。 

(2) 当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた

後において第１５条第１項の規定による返納請求

を受けることなく死亡したとき。 

３ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内

に再雇用教職員に対する解雇処分を受けた場合にお

いて、第１５条第１項の規定による返納請求を受け

ることなく死亡したときは、当該退職手当の受給者

の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受

給者の相続人に対し、当該再雇用教職員に対する解

雇処分を理由として、当該退職手当の額の全部又は

一部に相当する額の納付を命ずることができる。 

 

４・５ （略） 

（後 略） 

 

 

(2) （同 左） 

 

 

３ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内 

に第１５条第１項第１号から第５号までに掲げる懲

戒処分を受けた場合において、同項の規定による返

納請求を受けることなく死亡したときは、当該退職

手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該

退職手当の受給者の相続人に対し、当該各号に掲げ

る懲戒処分を理由として、当該退職手当の額の全部

又は一部に相当する額の納付を命ずることができ

る。 

４・５ （同 左） 

 

附 則 

この規則は、平成２９年３月２８日から施行する。 
 


